
改正建築物省エネ法
講習会

令和７年２月１２日（水）

仕様基準編

次 第

P４

P26

P３3

P４4

挨拶

鳥取県からの改正法の説明

（１） 制度改正を中心とした建築物省エネ法の説明

（２） 省エネ性能の仕様基準での評価

（3） 省エネ適判が必要な場合の手続き

（4） 施行日前後のお願い事項

講師からの説明

※別紙講師説明資料により説明

３ 演習問題
【アンケート・質問フォーム】改正建築物省エネ法講習会



県の説明のテキスト
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■省エネ基準適合義務制度の解説
（国土交通省作成）

テキスト
P-

資料のページの引用につい
てはスライド右上に表示

（１） 制度改正を中心とした建築物省エネ法の説明
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テキスト
P-2

6

テキスト
P-２
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テキスト
P-３

※以下、条⽂番号については建築物省エネ法令を指す

 新築・増改築を⾏うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化
 増改築の場合の省エネ基準適合が必要な部分について、増改築を⾏う部分へと⾒直し。
 適合義務の対象外となる最小面積を10㎡に設定。

義務対象 省エネ基準への適合義務化（法10条、令３条）

 ①仕様基準・誘導仕様基準に適合させる住宅、②住宅性能評価を受けた住宅、③⻑期
優良住宅認定⼜は⻑期使⽤構造等の確認を受けた住宅、については省エネ適判以外の⽅
法で省エネ基準適合を確認。

省エネ適判対象 新３号建築物を除き省エネ適判を原則化（法11条、規則２条）

⼆級建築⼠、⽊造建築⼠の資格に対応した省エネ適判員区分を創設
住宅性能評価員を省エネ適判員講習不要で省エネ適判員（住宅のみ）とすることを可能に。

審査体制 省エネ適判員の要件拡充（規則40、56条等）

省エネ基準適合義務化

 住宅性能評価・⻑期使⽤構造等の確認と、省エネ適判を同⼀機関に対して申請する場合
に、省エネ適判申請に係る書類のうち計画書の⼀部と添付図書を省略。

提出図書 提出書類の合理化（規則3条4項）

計画書等の様式⾒直し

改正法３年目施行の全体像（まとめ）
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テキスト
P-３
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テキスト
P-5
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テキスト
P-6
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テキスト
P-6
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テキスト
P-7

新３号建築物は省エネ適判が不要なだ
けであり、省エネ基準適合は必要です。

【参考】建築基準法第６条第１項の区分の変更

第１号

第２号

第３号

第４号

劇場、病院、学校、百貨店等の特殊
建築物で、床面積が200㎡を超え
るもの

３以上の階を有するもの又は
延べ面積が500㎡、高さが13ｍ若
しくは軒高9ｍを超えるもの

２以上の階を有し、又は延べ面積が
200㎡を超えるもの

前３号に掲げる建築物を除くほか、
都市計画区域又は都道府県知事が
指定する区域内における建築物

木造

非木造

構造
問わず

構造
問わず

現行 改正後

同左（改正なし）

構造
問わず

２以上の階を有し、又は延べ面積
が200㎡を超えるもの

前２号に掲げる建築物を除くほか、
都市計画区域又は都道府県知事が
指定する区域内における建築物

構造
問わず

 建築確認審査の対象となる建築物は建築基準法第６条第１項に規定されて
いるが、令和７年４月１日から以下のとおり区分が変更される。

※都市計画区域外においては、第１号～第３号が建築確認の対象 ※都市計画区域外においては、第１、2号が建築確認の対象

14

新２号

新３号

審査期間７日

審査期間３５日

審査期間３５日審査期間３５日

審査期間３５日

審査期間３５日

審査期間７日
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テキスト
P-7
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テキスト
P-8



17

テキスト
P-9
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テキスト
P-9



19

テキスト
P-10

20

テキスト
P-３４


